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反訴の提起に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 28 年 11月 25日付「当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ」としてお知らせしました、

フォーサイドエンタテイメント株式会社から提起を受けた訴訟（以下、「本訴」）に関し、反訴を提起いた

しましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 
 

記 

 

 

1． 反訴を提起した裁判所及び年月日 

東京地方裁判所 平成 28年 12 月 28日 

 

2． 反訴を提起した相手 

（１）名称      フォーサイドエンタテイメント株式会社 

（２）所在地     東京都中央区日本橋室町三丁目３番１号 

（３）代表者     代表取締役 假屋 勝 

 

3． 反訴の内容及び請求金額 

（１）訴訟の内容   開発費用の支払い 

（２）請求金額    15,141,600 円 

 

4． 反訴に至るまでの経緯 

当社がフォーサイドエンタテイメント株式会社（以下、フォーサイドエンタテイメント社）からの注文

により開発・納品し、平成 28 年４月末にフォーサイドエンタテイメント社において検収が完了しているソ

フトウェアについて、同社は、性能が不十分であるとの理由で平成 28 年 11 月４日に東京地方裁判所へ本

訴を提起しておりますが、その提起以前より、当社は当該業務委託に対する代金の請求を行ってきたもの

の未だに支払いがされないため、その支払いを求める反訴を提起したものであります。 

 

5． 今後の見通し 

訴訟の推移によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性がありますが、今後開示すべき事項が発生した

場合には速やかにお知らせいたします。 
 

以上 

会 社 名 ネ オ ス 株 式 会 社 

代 表者 名 代 表 取 締 役 社 長 池 田 昌 史 
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